
 
 資料 「子どもの権利条約カード」 
 

 第１条 

 「１８歳以上になっていない 

 人を子どもとします」 

 第２条 

 「国の違い、性別、言葉、 

 宗教、意見、障害、貧富 

 の差などで差別はされま 

 せん」 

 第３条 

 「子どもにとって最も良 

 いことは何かを第一に考 

 えなくてはなりません」 

 第４条 

 「国はこの条文に書かれた権 

 利を守らなければなりませ 

 ん」 

 第５条 

 「保護者は子どもの発達 

 に応じた適切な指導をし 

 なければなりません」 

 第６条 

 「全ての子どもは生きる 

 権利を持っています」 

 第７条 

 「子どもは、名前や国籍を持 

 ち、親を知り、親に育てても 

 らう権利を持っています」 

 第８条 

 「国は、子どもの名前や 

 国籍、家族の関係が奪わ 

 れないように守らなくて 

 はなりません」 

 第９条 

 「子どもは親と一緒に暮 

 らす権利を持っています」 

 第10条 

 「親と離れて暮らしていると 

 きは、子どもはいつでも親と 

 連絡を取る権利を持っていま 

 す」 

 第11条 

 「国は子どもが無理やり国外へ 

 出されたり、戻れなくなったり 

 しないようにしなくてはなりま 

 せん」 

 第12条 

 「自由に自分の意見を表 

 す権利を持っています」 

 第13条 

 「自由な方法で情報や考えを 

 伝える権利、知る権利を持っ 

 ています」 

 第14条 

 「思想・良心及び宗教の 

 自由についての権利を尊 

 重されます」 

 第15条 

 「他の人々と自由に集ま 

 って会を作ったり、参加 

 する権利を持っています」 

 第16条 

 「人に知られたくないプライ 

 バシーや名誉は他人から守ら 

 れる権利を持っています」 

 第17条 

 「自分に役立つ情報を手に 

 入れることができます。よ 

 くない情報から守らなくて 

 はなりません」 

 第18条 

 「子どもを育てる責任は、 

 まずその父母にあります。 

 国はその手助けをします」 

 第19条 

 「国は子どもへの虐待や放任 

 などを保護しなくてはなりま 

 せん」 

 第20条 

 「家庭を奪われている子 

 どもは国から守ってもら 

 うことができます」 

 第21条 

 「子どもを養子にする場 

 合は、国や公の機関だけ 

 が認めることができます」 

 



     
  第22条 

 「それぞれの事情で、よその国に逃 

 れた子ども（難民の子ども）はその 

 国で守られ、援助を受けることがで 

 きます」 

 第23条 

 「心や体に障害があって 

 も、その子どもの個性や 

 誇りが傷つけられてはな 

 りません」 

 第24条 

 「子どもは病気になったり、 

 怪我をしたときには治療を受 

 ける権利を持っています」 

 

 第25条 

 「病院に入っているときには、その 

 扱いが子どもにとってよいものか定 

 期的に調べてもらうことができます」 

 第26条 

 「最低限度の生活ができるよ 

 うに、国は暮らしを手助けし 

 なければなりません」 

 第27条 

 「心や体の成長に必要な 

 生活を送る権利を持って 

 います」 

 第28条 

 「子どもは教育を受ける権利を持っていま 

 す。学校の決まりは人間として大切にされ 

 るという考え方からはずれてはいけませ 

 ん」 

 第29条 

 「教育は自分も他人も平等に大 

 切だということや自然の大切さ 

 などを学べるようにしなければ 

 なりません」 

 第30条 

 「少数民族の子どもや、その 

 土地に住んでいる人々の民族 

 や文化や宗教、言葉を持つ権 

 利を持っています」 

 第31条 

 「子どもは休んだり、遊んだ 

 り、文化･芸術活動に参加する 

 権利を持っています」 

 第32条 

 「無理やり働かされたり、その 

 ために教育を受けられなくなっ 

 たりしないように守られる権利 

 を持っています」 

 第33条 

 「国は、子どもを麻薬や 

 覚せい剤などから保護し 

 なくてはなりません」 

 第34条 

 「国は、子どもが性的に搾取 

 されることから保護しなくて 

 はなりません」 

 第35条 

 「国は、子どもが誘拐された 

 り、売買されることがないよ 

 うに守らなければなりません」 

 第36条 

 「国は、どんな形でも子ども 

 の幸せを奪って利益を得るよ 

 うなことから守らなければな 

 りません」 

 第37条 

 「どんな子どもに対しても拷問やむごい扱いをし 

 てはなりません。もし罪を犯して捕獲されても、 

 人間らしい扱いを受ける権利を持っています」 

 第38条 

 「１５歳に満たない子ども 

 を兵士として戦場に連れて 

 行ってはなりません」 

 第39条 

 「国は、戦争などで心や体を傷つけ 

 られた子どもの傷を治し、社会に戻 

 れるようにしなければなりません」 

 第40条 

 「罪を犯したとされた子どもが社会に復 

 帰したとき、自分の役割が果たせるよう 

 に正当に扱われなければなりません」 

 

   

  


